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(57)【要約】
【課題】ＷＳＳの未使用ポートの異常を予測できる光波
長多重装置等を提供する。
【解決手段】光波長多重装置は、第１のＷＳＳと、測定
部と、設定部と、制御部とを有する。第１のＷＳＳは、
光信号を入力する第１の入力ポート、監視信号を入力す
る第２の入力ポート及び、複数の出力ポートを備え、出
力ポートへ出力する光信号又は監視信号をレベル調整す
る調整部を有する。測定部は、出力ポートの監視信号の
出力レベルを測定する。設定部は、複数の出力ポートの
内、未使用の出力ポートを監視対象ポートに指定し、監
視対象ポートの調整部の調整量を所定調整量に設定する
。制御部は、監視対象ポートに対して監視信号を出力し
、当該監視対象ポートの監視信号の出力レベルと、所定
調整量設定時の当該監視対象ポートの監視信号の推定出
力レベルとに基づき、監視対象ポートが異常であるか否
かを判定する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光信号を入力する第１の入力ポート、監視用の光信号である監視信号を入力する第２の
入力ポート及び、前記光信号又は前記監視信号を出力する複数の出力ポートを備え、前記
出力ポートへ出力する前記光信号又は前記監視信号をレベル調整する調整部を有する波長
選択スイッチと、
　前記出力ポートの前記監視信号の出力レベルを測定する測定部と、
　前記複数の出力ポートの内、未使用の出力ポートを監視対象ポートに指定し、指定され
た監視対象ポートの前記調整部の調整量を所定調整量に設定する設定部と、
　前記監視対象ポートに対して前記監視信号を出力し、前記測定部にて測定された当該監
視対象ポートの前記監視信号の出力レベルと、前記設定部による前記所定調整量設定時の
当該監視対象ポートの前記監視信号の推定出力レベルとに基づき、前記監視対象ポートが
異常であるか否かを判定する制御部と
　を有することを特徴とする光波長多重装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記第２の入力ポートの前記監視信号の入力レベル及び前記所定調整量に基づき、当該
監視対象ポートの推定出力レベルを算出する算出部と、
　前記測定部にて測定された前記監視対象ポートの前記監視信号の出力レベルと、前記算
出部で算出した当該監視対象ポートの推定出力レベルとの差分に基づき、前記監視対象ポ
ートが異常であるか否かを判定する第１の判定部と
　を有することを特徴とする請求項１に記載の光波長多重装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記第１の判定部にて前記監視対象ポートが異常の場合、前記異常が連続して所定期間
を超えたか否かを判定する第２の判定部を有し、
　前記第２の判定部にて前記異常が連続して所定期間を超えた場合に、前記波長選択スイ
ッチの故障と判定することを特徴とする請求項２に記載の光波長多重装置。
【請求項４】
　光信号を入力する第１の入力ポート、監視用の光信号である監視信号を入力する第２の
入力ポート及び、前記光信号又は前記監視信号を出力する複数の出力ポートを備え、前記
出力ポートへ出力する前記光信号又は前記監視信号をレベル調整する調整部を有する波長
選択スイッチと、
　前記出力ポートの前記監視信号の出力レベルを測定する測定部と、
　前記複数の出力ポートの内、未使用の出力ポートを監視対象ポートに指定し、指定され
た監視対象ポートの前記調整部の調整量を所定調整量に設定する設定部と、
　前記監視対象ポートに対して前記監視信号を出力し、前記測定部にて測定された当該監
視対象ポートの前記監視信号の出力レベルと、前記設定部による前記所定調整量設定時の
当該監視対象ポートの前記監視信号の推定出力レベルとに基づき、前記監視対象ポートが
異常であるか否かを判定する制御部と
　を有することを特徴とする光伝送装置。
【請求項５】
　光信号を入力する第１の入力ポート、監視用の光信号である監視信号を入力する第２の
入力ポート及び、前記光信号又は前記監視信号を出力する複数の出力ポートを備え、前記
出力ポートへ出力する前記光信号又は前記監視信号をレベル調整する調整部を有する波長
選択スイッチを備えた光波長多重装置が、
　前記出力ポートの前記監視信号の出力レベルを測定し、
　前記複数の出力ポートの内、未使用の出力ポートを監視対象ポートに指定し、指定され
た監視対象ポートの前記調整部の調整量を所定調整量に設定し、
　前記監視対象ポートに対して前記監視信号を出力し、測定された当該監視対象ポートの
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前記監視信号の出力レベルと、前記所定調整量設定時の当該監視対象ポートの前記監視信
号の推定出力レベルとに基づき、前記監視対象ポートが異常であるか否かを判定する
　処理を実行することを特徴とする異常判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光波長多重装置、光伝送装置及び異常判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ＷＤＭ（Wavelength　Division　Multiplex：波長分割多重）伝送システムでは、複
数の光伝送装置と接続し、異なる光波長の光信号を多重化した光波長多重信号を光伝送装
置間で伝送する。各光伝送装置は、光波長多重信号から任意の光波長の光信号を光分岐若
しくは光合波するＷＳＳ（Wavelength　Selective　Switch：波長選択スイッチ）を有し
ている。
【０００３】
　ＷＳＳの正常性を確認する方法として、内部光源で発生させた監視信号をＷＳＳの監視
信号用の入力ポートから監視信号用の出力ポートに出力し、監視信号の強度、すなわち出
力レベルをモニタする。そして、監視信号の出力レベルに基づき、光波長多重信号内の光
信号の内、運用に未使用の光波長の監視信号の出力レベルが最大になるように対応ミラー
の反射面の角度をフィードバック制御する。この方法では、未使用の光波長の監視信号を
用いてＷＳＳの正常性を確認できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２６７５２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、光伝送装置は、未使用の光波長の監視信号を用いてＷＳＳの正常性を確
認できたが、運用に未使用のポートの正常性までは確認できていないのが実情である。尚
、ＷＳＳは、例えば、経年変化等が要因でポートのパフォーマンスも低下する。その結果
、光伝送装置は、未使用のポートの正常性が確認できないため、未使用のポートを運用す
る際に、その未使用のポートが異常の場合、運用開始時に高品質の回線保証を確保できな
い。そこで、ＷＳＳの未使用ポートの正常性の確認、すなわち未使用ポートの異常を予測
できる光伝送装置が望まれている。
【０００６】
　一つの側面では、ＷＳＳの未使用ポートの異常を予測できる光波長多重装置、光伝送装
置及び異常判定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一つの態様の光波長多重装置では、波長選択スイッチと、測定部と、設定部と、制御部
とを有する。波長選択スイッチは、光信号を入力する第１の入力ポート、監視用の光信号
である監視信号を入力する第２の入力ポート及び、光信号又は監視信号を出力する複数の
出力ポートを備えている。波長選択スイッチは、出力ポートへ出力する光信号又は監視信
号をレベル調整する調整部を有する。測定部は、出力ポートの監視信号の出力レベルを測
定する。設定部は、複数の出力ポートの内、未使用の出力ポートを監視対象ポートに指定
し、指定された監視対象ポートの調整部の調整量を所定調整量に設定する。制御部は、監
視対象ポートに対して監視信号を出力し、測定部にて測定された当該監視対象ポートの監
視信号の出力レベルと、設定部による所定調整量設定時の監視対象ポートの監視信号の推
定出力レベルとに基づき、監視対象ポートが異常であるか否かを判定する。
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【発明の効果】
【０００８】
　一つの側面として、波長選択スイッチの未使用ポートの異常を予測できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施例の光伝送システムの一例を示す説明図である。
【図２】図２は、光波長多重装置の一例を示すブロック図である。
【図３】図３は、光波長多重装置のＣＰＵの機能構成の一例を示す説明図である。
【図４】図４は、制御誤差を用いてＷＳＳ故障判定の一例を示す説明図である。
【図５】図５は、光波長多重装置の監視処理に関わるＣＰＵの処理動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図６】図６は、光波長多重装置の評定処理に関わるＣＰＵの処理動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に基づいて、本願の開示する、光波長多重装置、光伝送装置及び異常判定方
法の実施例を詳細に説明する。尚、本実施例により、開示技術が限定されるものではない
。以下の各実施例は、適宜、組合せても良い。
【実施例】
【００１１】
　図１は、本実施例の光伝送システムの一例を示す説明図である。図１に示す光伝送シス
テム１は、複数の光伝送装置２を光ファイバ３で接続し、各光伝送装置２は、異なる光波
長の光信号を多重化してＷＤＭ方式の光波長多重信号を光ファイバ３に伝送する。光伝送
装置２は、光波長多重信号から任意の波長の光信号を光分岐（drop）若しくは光合波(add
)する、例えば、ＲＯＡＤＭ（Reconfigurable　Optical　Add/Drop　Multiplexer）等の
光波長多重装置１０を内蔵している。
【００１２】
　図２は、光波長多重装置１０の一例を示すブロック図である。図２に示す光波長多重装
置１０は、第１のＷＳＳ１１と、第２のＷＳＳ１２と、ＳＦＰ（Small　Form-Factor　Pl
uggable）１３と、ＯＣＭ(Optical　Chanel　Monitor)１４と、ＣＰＵ(Central　Process
or　Unit)１５とを有する。第１のＷＳＳ１１は、１個の第１の入力ポート１１Ａ、１個
の第２の入力ポート１１Ｂ及び、Ｍ個の出力ポート１１Ｃを有する。第１のＷＳＳ１１は
、第１の入力ポート１１Ａ又は第２の入力ポート１１Ｂから光信号を光波長単位で各出力
ポート１１Ｃへ出力する。第１の入力ポート１１Ａは、下り回線からの光波長多重信号等
の光信号を入力する入力ポートである。第２の入力ポート１１Ｂは、光波長多重信号と異
なる光波長の監視信号を入力する入力ポートである。
【００１３】
　ＳＦＰ１３は、監視信号を出力する信号源である。第２のＷＳＳ１２は、例えば、Ｎ個
の入力ポート１２Ａと、１個の出力ポート１２Ｂとを有し、各入力ポート１２Ａから光信
号を光合波して出力ポート１２Ｂへ出力する。ＯＣＭ１４は、第１の光分岐部１４Ａと、
第２の光分岐部１４Ｂとを有する。第１の光分岐部１４Ａは、第１のＷＳＳ１１の出力ポ
ート１１Ｃ毎に配置し、出力ポート１１Ｃからの出力信号を光分岐する。第２の光分岐部
１４Ｂは、第２のＷＳＳ１２の出力ポート１２Ｂに配置し、出力ポート１２Ｂからの出力
信号を上り回線及びＯＣＭ１４に光分岐する。ＯＣＭ１４は、各第１の光分岐部１４Ａで
光分岐した出力信号に基づき、第１のＷＳＳ１１の各出力ポート１１Ｃの光波長毎の出力
レベルをモニタする、例えば、光スペクトルアナライザである。尚、出力レベルは、光波
長毎の出力パワーレベルである。更に、ＯＣＭ１４は、第２の光分岐部１４Ｂで光分岐し
た出力信号に基づき、第２のＷＳＳ１２の出力ポート１２Ｂの出力レベルをモニタする。
【００１４】
　第１のＷＳＳ１１は、第１の入力ポート１１Ａ又は第２の入力ポート１１Ｂから光波長
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毎の光信号の出力レベルを調整するＡＴＴ(Attenuator)１１Ｄを有する。第２のＷＳＳ１
２は、複数の入力ポート１２Ａから光波長毎の光信号の出力レベルを調整するＡＴＴ１２
Ｃを有する。ＣＰＵ１５は、光波長多重装置１０全体を制御する。
【００１５】
　図３は、光波長多重装置１０のＣＰＵ１５の機能構成の一例を示す説明図である。図３
に示すＣＰＵ１５は、ＣＨＥＱ（Chanel　Equalizer）制御部２０と、故障制御部３０と
を有する。ＣＨＥＱ制御部２０は、ＯＣＭ１４のモニタ結果に基づき、第１のＷＳＳ１１
のＡＴＴ１１Ｄ及び第２のＷＳＳ１２のＡＴＴ１２Ｃを制御する。ＣＨＥＱ制御部２０は
、監視光制御部２１と、レベルモニタ部２２と、ＡＴＴ量算出部２３と、ＡＴＴ量設定部
２４とを有する。故障制御部３０は、第１のＷＳＳ１１の故障を推定する。
【００１６】
　第１のＷＳＳ１１は、第１の入力ポート１１Ａから運用中の光信号を入力し、入力した
運用中の光信号を複数の出力ポート１１Ｃの内、運用中の出力ポート１１Ｃへ出力する。
第１のＷＳＳ１１は、第２の入力ポート１１Ｂから監視信号を入力し、入力した監視信号
を複数の出力ポート１１Ｃの内、未使用の出力ポート１１Ｃへ出力する。尚、未使用の出
力ポート１１Ｃは、複数の出力ポート１１Ｃの内、運用に使用されていない出力ポート１
１Ｃである。
【００１７】
　監視光制御部２１は、監視信号を出力するＳＦＰ１３を制御する。レベルモニタ部２２
は、ＯＣＭ１４を通じて、第１のＷＳＳ１１の各出力ポート１１Ｃの光波長毎の出力レベ
ルをモニタすると共に、ＯＣＭ１４を通じて、第１のＷＳＳ１１に入力する監視信号の入
力レベルをモニタする。レベルモニタ部２２は、ＯＣＭ１４を通じて、第２のＷＳＳ１２
の出力ポート１２Ｂの光波長毎の出力レベルをモニタする。ＡＴＴ量算出部２３は、レベ
ルモニタ部２２で実際にモニタした運用中の各出力ポート１１Ｃの光波長毎の出力レベル
が目標出力レベルになるように第１のＷＳＳ１１のＡＴＴ１１Ｄに設定するＡＴＴ量を算
出する。ＡＴＴ量算出部２３は、レベルモニタ部２２で実際にモニタした運用中の出力ポ
ート１２Ｂの光波長毎の出力レベルが目標出力レベルになるように第２のＷＳＳ１２のＡ
ＴＴ１２Ｃに設定するＡＴＴ量を算出する。ＡＴＴ量設定部２４は、ＡＴＴ量算出部２３
で算出したＡＴＴ量を第１のＷＳＳ１１のＡＴＴ１１Ｄ又は第２のＷＳＳ１２のＡＴＴ１
２Ｃに設定する。つまり、ＣＨＥＱ制御部２０は、レベルモニタ部２２でモニタした各出
力ポートの光波長毎の出力レベルが目標出力レベルになるようにＡＴＴ量を調整してフィ
ードバック制御を実行している。
【００１８】
　故障制御部３０は、設定部３１と、推定部３２と、蓄積制御部３３と、蓄積ＤＢ３４と
、故障判定部３５とを有する。設定部３１は、所定周期毎に、後述する監視処理を起動す
る。尚、監視処理とは、第１のＷＳＳ１１の監視対象ポートの状態を監視する処理である
。設定部３１は、第１のＷＳＳ１１の複数の出力ポート１１Ｃの内、未使用の出力ポート
１１Ｃを監視対象ポートに指定すると共に、指定された監視対象ポートのＡＴＴ量を所定
ＡＴＴ量に設定する。尚、設定部３１は、第１のＷＳＳ１１の複数の出力ポート１１Ｃの
内、未使用の出力ポート１１Ｃのみを監視対象ポートに順次指定し、運用中の出力ポート
１１Ｃを指定しないものとする。更に、設定部３１は、監視対象ポートのＡＴＴ量を所定
ＡＴＴ量に設定した後、監視光制御部２１を通じてＳＦＰ１３から監視対象ポートへ監視
信号を出力する。
【００１９】
　推定部３２は、第１のＷＳＳ１１の第２の入力ポート１１Ｂの監視信号の入力レベルと
、監視対象ポートのＡＴＴ１１Ｄに設定した所定ＡＴＴ量とに基づき、監視対象ポートの
監視信号の推定出力レベルを算出する。尚、推定出力レベルは、監視信号の入力レベル及
び所定ＡＴＴ量から算出した監視対象ポートの出力レベルである。更に、推定部３２は、
レベルモニタ部２２にて実際にモニタした監視対象ポートの監視信号の出力レベルと、算
出された監視対象ポートの監視信号の推定出力レベルとの制御誤差を算出する。尚、制御
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誤差は、実際にモニタした監視信号の出力レベルと推定出力レベルとの差分である。
【００２０】
　蓄積制御部３３は、蓄積ＤＢ３４を蓄積制御する。蓄積制御部３３は、監視対象ポート
のポート番号、監視対象ポートの制御誤差及び、監視対象ポートの推定出力レベルを算出
した算出時刻を履歴情報として蓄積ＤＢ３４に蓄積する。
【００２１】
　故障判定部３５は、蓄積ＤＢ３４を参照し、監視対象ポートのポート番号毎に、制御誤
差が所定閾値を超えたか否かを判定する。尚、所定閾値は、制御誤差がポートの異常と推
定できるための閾値である。故障判定部３５は、ポート番号毎に制御誤差が所定閾値を超
えた場合にポート番号に対応する監視対象ポートの異常と判断し、そのポート番号の制御
誤差に対応付けて異常と蓄積ＤＢ３４に蓄積する。
【００２２】
　更に、故障判定部３５は、蓄積ＤＢ３４を参照し、監視対象ポートの異常が連続して所
定期間を超えたか否かを判定する。所定期間は、例えば、３日間とする。故障判定部３５
は、監視対象ポートの異常が連続して３日間を超えた場合に、第１のＷＳＳ１１の故障と
判定する。そして、故障判定部３５は、第１のＷＳＳ１１の故障と判定された場合に、光
伝送システム１内の図示せぬ監視端末に故障アラームを出力する。その結果、監視端末の
利用者は、故障アラームに応じて光波長多重装置１０内の第１のＷＳＳ１１の故障を認識
できる。尚、故障判定部３５は、故障アラームを監視端末に出力するだけでなく、故障ア
ラームに応じて光波長多重装置１０の図示せぬ表示灯を点滅表示しても良い。光伝送装置
２の利用者は、表示灯の点滅表示で第１のＷＳＳ１１の故障を認識できる。
【００２３】
　図４は、制御誤差と経過時間との関係でＷＳＳ故障判定の一例を示す説明図である。尚
、説明の便宜上、監視対象ポートの監視は、例えば、毎日、同一時刻に起動するものとす
る。図４に示す経過時間が１～６日までの制御誤差は所定閾値を超えていないため、監視
対象ポートの正常性を確認できる。しかし、経過時間が７日以降、制御誤差が所定閾値を
超えているため、監視対象ポートの異常を確認できる。更に、経過時間が７日から１０日
の間、監視対象ポートの異常が連続して所定期間、例えば、３日間を超えたので、監視対
象ポートの異常の確度が高く、第１のＷＳＳ１１の故障と判定することになる。
【００２４】
　次に本実施例の光伝送システム１の動作について説明する。図５は、光波長多重装置１
０の監視処理に関わるＣＰＵ１５の処理動作の一例を示すフローチャートである。図５に
示す監視処理は、第１のＷＳＳ１１の複数の出力ポート１１Ｃの内、未使用ポートを監視
対象ポートとして監視する処理である。尚、監視処理は、所定周期、例えば、毎日、同一
時刻に起動するものとする。
【００２５】
　図５においてＣＰＵ１５内の設定部３１は、第１のＷＳＳ１１の複数の出力ポート１１
Ｃの内、ポート番号“１”の出力ポートを指定する（ステップＳ１１）。尚、各出力ポー
ト１１Ｃは、例えば、ポート番号“１”～“Ｍ”で識別している。
【００２６】
　設定部３１は、指定ポートが未使用ポートであるか否かを判定する（ステップＳ１２）
。設定部３１は、指定ポートが未使用ポートの場合（ステップＳ１２肯定）、指定ポート
を監視対象ポートに設定する（ステップＳ１３）。設定部３１は、監視光制御部２１を通
じて、ＳＦＰ１３に対して監視信号を監視対象ポートに出力するように制御する（ステッ
プＳ１４）。
【００２７】
　設定部３１は、監視対象ポートに対して、図６に示す評定処理を実行する（ステップＳ
１５）。ＣＰＵ１５は、監視対象ポートに対する評定処理を実行後、第１のＷＳＳ１１の
出力ポート１１Ｃの内、未指定のポートがあるか否かを判定する（ステップＳ１６）。設
定部３１は、未指定のポートがある場合（ステップＳ１６肯定）、未指定のポートを指定
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し（ステップＳ１７）、指定ポートが未使用ポートであるか否かを判定すべく、ステップ
Ｓ１２に移行する。
【００２８】
　設定部３１は、未指定のポートがない場合（ステップＳ１６否定）、図５の処理動作を
終了する。設定部３１は、指定ポートが未使用ポートでない場合（ステップＳ１２否定）
、未指定ポートがあるか否かを判定すべく、ステップＳ１６に移行する。
【００２９】
　図６は、光波長多重装置１０の評定処理に関わるＣＰＵ１５の処理動作の一例を示すフ
ローチャートである。図６に示す評定処理は、未使用の監視対象ポート毎に異常であるか
否かを判定し、その判定結果に基づき、第１のＷＳＳ１１の故障有無を評定する処理であ
る。
【００３０】
　図６においてＣＰＵ１５の設定部３１は、ＡＴＴ量設定部２４を通じて、第１のＷＳＳ
１１に対して監視対象ポートのＡＴＴ１１Ｄをアクティブにし、所定ＡＴＴ量に設定する
（ステップＳ２１）。尚、所定ＡＴＴ量は、所定のＡＴＴ量である。設定部３１は、レベ
ルモニタ部２２を通じて監視対象ポートの監視信号の出力レベルをモニタする（ステップ
Ｓ２２）。
【００３１】
　ＣＰＵ１５内の推定部３２は、監視対象ポートの監視信号の実際の入力レベルと、監視
対象ポートの監視信号の実際の出力レベルと、監視対象ポートに設定中の第１のＷＳＳ１
１の所定ＡＴＴ量とを取得する（ステップＳ２３）。
【００３２】
　推定部３２は、監視対象ポートの監視信号の実際の入力レベルと、監視対象ポートに設
定中の所定ＡＴＴ量とに基づき、監視対象ポートの推定出力レベルを算出する（ステップ
Ｓ２４）。推定部３２は、監視対象ポートの実際の出力レベルと推定出力レベルとの制御
誤差を算出する（ステップＳ２５）。
【００３３】
　ＣＰＵ１５内の蓄積制御部３３は、推定部３２で算出した監視対象ポートの制御誤差及
び算出時刻を蓄積ＤＢ３４に蓄積する（ステップＳ２６）。尚、算出時刻は、ステップＳ
２４で監視対象ポートの推定出力レベルを算出した日時である。
【００３４】
　ＣＰＵ１５内の故障判定部３５は、蓄積ＤＢ３４を参照し、監視対象ポートの制御誤差
が所定閾値を超えたか否かを判定する（ステップＳ２７）。故障判定部３５は、監視対象
ポートの制御誤差が所定閾値を超えた場合（ステップＳ２７肯定）、監視対象ポートの異
常と判断し（ステップＳ２８）、蓄積ＤＢ３４内の監視対象ポートのポート番号に対応付
けて異常と蓄積する（ステップＳ２９）。
【００３５】
　故障判定部３５は、蓄積ＤＢ３４を参照し、監視対象ポートの異常が連続して所定期間
を超えたか否かを判定する（ステップＳ３０）。故障判定部３５は、監視対象ポートの異
常が連続して所定期間を超えた場合（ステップＳ３０肯定）、監視対象ポートの確度の高
い異常と判断し、第１のＷＳＳ１１の故障と判定する（ステップＳ３１）。更に、故障判
定部３５は、第１のＷＳＳ１１の故障アラームを出力し（ステップＳ３２）、図６に示す
処理動作を終了する。尚、故障判定部３５は、第１のＷＳＳ１１の故障アラームを監視端
末に出力する。その結果、監視端末の利用者は、監視端末への故障アラームに基づき、光
波長多重装置１０内の第１のＷＳＳ１１の故障を事前に認識できる。
【００３６】
　故障判定部３５は、監視対象ポートの制御誤差が所定閾値を超えなかった場合（ステッ
プＳ２７否定）、監視対象ポートの正常と判断し、図６に示す処理動作を終了する。故障
判定部３５は、監視対象ポートの異常が連続して所定期間を超えなかった場合（ステップ
Ｓ３０否定）、図６に示す処理動作を終了する。
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【００３７】
　図６に示す評定処理を実行するＣＰＵ１５は、未使用ポートを監視対象ポートとして監
視信号を出力し、監視対象ポート毎に、実際の出力レベルと推定出力レベルとの制御誤差
を算出し、制御誤差が所定閾値を超えた場合に監視対象ポートの異常と推定する。その結
果、ＣＰＵ１５は、監視対象ポート毎の異常が予測可能となる。
【００３８】
　更に、ＣＰＵ１５は、監視対象ポートの異常が連続して所定期間を超えたか否かを判定
する処理を実行することで、監視対象ポートの異常を正確に識別することで、第１のＷＳ
Ｓ１１の異常を識別する。その結果、ＣＰＵ１５は、監視対象ポートの異常を高精度に識
別できる。
【００３９】
　ＣＰＵ１５は、監視対象ポートの異常が連続して所定期間を超えた場合、監視対象ポー
トの異常を高精度に識別し、第１のＷＳＳ１１の故障アラームを監視端末に出力する。そ
の結果、監視端末の利用者は、故障アラームに応じて第１のＷＳＳ１１の故障を認識し、
第１のＷＳＳ１１の交換時期を認識できる。
【００４０】
　本実施例のＣＰＵ１５は、第１のＷＳＳ１１の複数の出力ポートの内、未使用の出力ポ
ート１１Ｃを監視対象ポートに指定し、指定した監視対象ポートに所定ＡＴＴ量を設定し
、所定ＡＴＴ量設定後の監視対象ポートに監視信号を出力する。ＣＰＵ１５は、監視対象
ポートの監視信号の実際の出力レベルと、所定ＡＴＴ量設定時の監視信号の推定出力レベ
ルとに基づき、監視対象ポートの異常を判定する。その結果、第１のＷＳＳ１１の未使用
ポートの経年変化等に起因する性能低下等の異常を予測できる。
【００４１】
　ＣＰＵ１５は、第２の入力ポート１１Ｂの監視信号の入力レベル及び所定ＡＴＴ量に基
づき、監視対象ポートの出力レベルを推定出力レベルとして算出する。更に、ＣＰＵ１５
は、監視対象ポートの実際の出力レベルと推定出力レベルとの制御誤差に基づき、監視対
象ポートの異常を推定する。その結果、第１のＷＳＳ１１の未使用ポートの経年変化等に
起因する性能低下等の異常を予測できる。
【００４２】
　ＣＰＵ１５は、監視対象ポートの制御誤差が所定周期毎に算出し、制御誤差が所定閾値
を超えて異常と判断し、監視対象ポートの異常が連続して所定期間を超えた場合に、監視
対象ポートの異常の確度が高く、第１のＷＳＳ１１の故障と判定する。その結果、第１の
ＷＳＳ１１の未使用ポートの異常を高精度に予測し、第１のＷＳＳ１１の故障を予測でき
る。更に、ＣＰＵ１５は、第１のＷＳＳ１１の故障と判定した場合に故障アラームを出力
する。その結果、利用者は、故障アラームで第１のＷＳＳ１１の故障を認識し、その交換
時期を認識できる。
【００４３】
　しかも、ＣＰＵ１５は、第１のＷＳＳ１１の未使用ポートに監視信号を出力し、未使用
ポートの監視信号の出力レベル等を用いて未使用ポートの異常を推定する。その結果、第
１のＷＳＳ１１の未使用ポート及び第１のＷＳＳ１１自体の故障に限定されるものではな
く、出力レベルを監視するＯＣＭ１４やレベルモニタ部２２等の光部品の正常性も確認で
きる。
【００４４】
　尚、上記実施例では、監視対象ポートの制御誤差が所定閾値を超えたか否かを判定し、
制御誤差が所定閾値を超えた場合に監視対象ポートの異常と推定したが、所定閾値を適宜
変更することで、監視対象ポートの異常推定のタイミングを適宜変更できる。
【００４５】
　監視対象ポートの異常が連続して所定期間を超えたか否かを判定し、異常が連続した所
定期間を超えた場合に監視対象ポートの異常を高精度に推定したが、所定期間を適宜変更
することで、監視対象ポートの異常推定のタイミングを適宜変更できる。
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【００４６】
　上記実施例では、監視対象ポートの異常が所定期間を超えて連続した場合に第１のＷＳ
Ｓ１１の故障と判定した。しかしながら、監視対象ポートの制御誤差を所定期間分蓄積し
、その蓄積した制御誤差が所定の第１の閾値を超えた場合に、監視対象ポートの異常や第
１のＷＳＳ１１の故障と判定するようにしても良い。
【００４７】
　監視対象ポートの制御誤差を所定期間分蓄積し、その蓄積した制御誤差を所定期間で平
均化し、その平均値が所定の第２の閾値を超えた場合に、監視対象ポートの異常や第１の
ＷＳＳ１１の故障と判定するようにしても良い。
【００４８】
　また、監視対象ポートの異常が連続して所定期間を超えた場合に第１のＷＳＳ１１の異
常と判定したが、複数の監視対象ポートの異常が連続して所定期間を超えた場合に第１の
ＷＳＳ１１の故障と判定するようにしても良い。
【００４９】
　第１のＷＳＳ１１は、運用中の光信号を入力する第１のポート１１Ａと監視信号を入力
する第２のポート１１Ｂとを備え、監視信号として、運用中の光信号と異なる光波長の光
信号を採用したので、監視信号による運用中の光信号へのクロストークを抑制できる。
【００５０】
　しかしながら、第１のＷＳＳ１１が、監視信号による運用中の光信号へのクロストーク
を考慮し、監視信号を運用中の光信号と異なる光波長にしたが、クロストークを考慮しな
い環境下であれば、監視信号と運用中の光信号と同一波長でも良い。
【００５１】
　また、図示した各部の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていること
を要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全
部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散
・統合して構成することができる。
【００５２】
　更に、各装置で行われる各種処理機能は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）（又
はＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）、ＭＣＵ（Micro　Controller　Unit）等のマイク
ロ・コンピュータ）上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしても良い。また、
各種処理機能は、ＣＰＵ（又はＭＰＵ、ＭＣＵ等のマイクロ・コンピュータ）で解析実行
するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意
の一部を実行するようにしても良いことは言うまでもない。
【符号の説明】
【００５３】
　２　光伝送装置
　１０　光波長多重装置
　１１　第１のＷＳＳ
　１１Ａ　第１の入力ポート
　１１Ｂ　第２の入力ポート
　１１Ｃ　出力ポート
　１１Ｄ　ＡＴＴ
　１４　ＯＣＭ
　１５　ＣＰＵ
　２０　ＣＨＥＱ制御部
　２２　レベルモニタ部
　２４　ＡＴＴ量設定部
　３０　故障制御部
　３１　設定部
　３２　推定部
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　３５　故障判定部
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